
後期まちづくり基本計画の策定及び総合戦略の推進体制
資料５（別紙１）

【仮称】ひと咲きまち咲きあまがさき推進本部
ひと咲きまち咲き
あまがさき創生本部

発展

統合

現在設置されている「ひと咲きまち咲きあまがさき創生本部」については、その所
掌事項を「まち・ひと・しごと創生法に定める「市町村まち・ひと・しごと創生総合
戦略の策定に関すること」としており、その役割としては終了したこととなる。
しかし、総合計画及び総合戦略において目指す「ひと咲きまち咲きあまがさき」に
向けた施策の推進にあたっては、それを総括する全庁的な会議体を継続して実施して
いく必要があることから、「ひと咲きまち咲きあまがさき推進本部」を設置する。
なお、同本部においては、平成29年12月議会において議決を目指す「後期まちづ
くり基本計画」の策定を含め、総合計画・総合戦略の策定・推進に関する事項全般を
その所掌事項とする。

後期まちづくり基本計画の検討（各局企画管理課長で検討）

総合計画企画推進Ｇ

尼崎市総合計画
策定本部

総合計画（まちづくり基本構想及び前期まちづくり基本計画）策定時には 関係課
長により各論部分を検討する「総合計画企画推進Ｇ」と 各局企画管理課長により基

【仮称】定住・転入促進施策検討ＰＴ（部課長級）

〇必要に応じて推進本部に諮りＰＴを追加設置することを想定

総合戦略
策定ＰＴ

発展

統合

（後期まちづくり基本計画の検討体制については今後調整の上改めて報告します）

総合計画及び総合戦略に定める定住・転入の促進に向けた施策に関する庁内の連携
及び調整や、既存データやアンケート調査等を用いた人口動態の分析を実施する。
また、具体、個別の施策・取組のうち、部局間の調整が必要な事項については、関
係課職員（課長補佐以下）で構成されるWGを設置し、施策の実施に向けた調整を行
う。

本構想及び基本計画を検討する「総合計画企画調整Ｇ」の２つのPTを設置していたが、
前期まちづくり基本計画の改定にあたる今回は、企画管理課長を中心に検討を進める。

総合計画企画調整Ｇ

調
整

調
整



ひと咲きまち咲きあまがさき創生本部 【仮称】ひと咲きまち咲きあまがさき推進本部（案）

市長（座長） 市長（座長）

両副市長 両副市長

教育長・医務監・顧問 教育長・医務監・顧問

局長級職員 局長級職員

【所掌事務】
〇まち・ひと・しごと創生法に定める「市町村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」の策定に関すること
〇法に関する全市レベルの課題について検討すること
〇その他目的達成のため必要な事項

【所掌事務（案）】
〇本市の総合計画及び総合戦略の策定及び推進に関するこ
と
〇本市の定住・転入促進に係る施策や課題について検討す
ること
〇その他ひと咲きまち咲きあまがさきの実現を目指すため
に必要な事項

【仮称】ひと咲きまち咲きあまがさき推進本部

（総合戦略策定時）

に必要な事項

後期まちづくり基本計画の検討

総合計画企画推進G

各担当課長

総合計画企画調整G

各局企画管理課長

（※後期まちづくり基本計画の検討体制については今後調整の上改めて報告します）

（前期まちづくり基本計画策定時）

後期まちづくり基本計画検討

各局企画管理課長を中心に進める



【仮称】定住・転入促進施策検討ＰＴ

【WGの設置】

総合戦略策定PT

村山副市長（部会長）

顧問

政策部長

政策課長

まちづくり企画・調査担当課長

行財政推進部長

行財政推進課長

シティプロモーション推進部長

都市魅力創造発信課長

【仮称】定住・転入促進施策検討ＰＴ
（案）

企画財政局 ひと咲きまち咲き推進部長（部会長）

企画財政局 政策課長

企画財政局 行財政推進課長

企画財政局 都市魅力創造発信課長

企画財政局 魅力発信・報道担当課長

危機管理安全局 生活安全課

こども青少年本部事務局 企画管理課長

都市整備局 住宅・住まいづくり支援課長

経済環境局 環境創造課

教育委員会事務局 企画管理課長

既存PTとの連携

ヘルスアップ尼崎戦略

尼崎版グリーンニューディール

自転車総合政策

たばこ対策

・

・

連携・
情報共有

若年世帯定住促進施策ＷＧ 定住・転入促進
情報発信サイト構築ＷＧ

人口動態等分析
データ活用ＷＧ

【設置課】
〇政策課
【メンバー】
〇都市魅力創造発信課〇行財政推
進課〇市民課〇・・・・

【設置課】
〇魅力発信・報道担当
【メンバー】
〇都市魅力創造発信課〇情報政策
課〇政策課〇行財政推進課〇教育
委員会企画管理課〇住宅・住まい
づくり支援課長〇・・・・・

【設置課】
〇政策課
【メンバー】
〇情報政策課〇行財政推進課
〇・・・・・

【WGの設置】
定住・転入促進をその主目的とし、局をまたいで検

討・実施する必要のある取組ついては、関係課の課長補
佐以下の職員で構成されるWGを設置し、PTで進捗管理
を行う。
なお、WGについては、必要に応じて随時、設置・廃止
をするものとし、PT参画課以外の課の職員についても参
画できるものとする。

〇必要に応じて推進本部に諮りＰＴを追加設置することを想定
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顧問（アドバイザー）

ＰＴにて検討の上設置（記載は例示）

・


